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V  資料編 

1  環境基準の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カドミウム（0.01)
シアン　　（N.D.)
有機燐　　（N.D.)
鉛　　　　（0.1 )
六価クロム（0.05)
砒素　　　（0.05)

S45.4

有機燐　　　削除
鉛　　　　（0.01)

砒素　　　（0.01)

H5.3
カドミウム（0.003)

H23.10

アルキル水銀（N.D.)
総水銀　　　（N.D.)

S45.5

アルキル水銀（N.D.)
総水銀　　　（0.0005)

S49.9

PCB（N.D.)

S50.2

トリクロロエチレン 　 （0.03)
テトラクロロエチレン （0.01)
四塩化炭素 　　　　　 （0.002)
ジクロロメタン 　　　 （0.02)
1,2-ジクロロエタン　 （0.004)
1,1,1-トリクロロエタン （1)
1,1,2-トリクロロエタン （0.006)
1,1-ジクロロエチレン （0.02)
シス-1,2-ジクロロエチレン（0.04)
1,3-ジクロロプロペン　　 （0.002)
チウラム　　　 （0.006)
シマジン　 　　（0.003)
チオベンカルブ （0.02)
ベンゼン （0.01)
セレン （0.01)

H5.3

トリクロロエチレン（0.01)

H26.11

1,1-ジクロロエチレン（0.1)

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（10）
ふっ素　　　　　　　　　　（ 0.8)
ほう素　　　　　　　　　　（ 1)

H11.2

H21.11

1,4-ジオキサン（0.05)

H21.11

B O D
C O D
S S
D O
p H

注　括弧内の数値は基準値を示す（単位：mg/L)

大腸菌群数

S45.4

S45.5

n-ヘキサン抽出物質（海域）

S46.5

全窒素・全燐（湖沼）

S57.12
全窒素・全燐（海域）

H5.8

全亜鉛

H15.11

ノニルフェノール

H24.8

直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩

H25.3

健

康

項

目

生

活

環

境

項

目

生活環境項目は、利水目的等に応じて水域類型別に基準値が定められている。
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2 排水基準の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カドミウム　（0.1)
シアン　　　（1)
有機燐　　　（1)
鉛　　　　　（1)
六価クロム　（0.5)
砒素　　　　（0.5)
アルキル水銀（N.D.)
総水銀　　　（N.D.)

S46.6

鉛　　　　（0.1)
砒素　　　（0.1)

H6.2
カドミウム（0.03)

H26.12

アルキル水銀（N.D.)
総水銀　　　（0.005)

S49.9

ポリ塩化ビフェニル（0.003)

S50.2

ジクロロメタン 　　　 （0.2)
四塩化炭素 　　　　　 （0.02)
1,2-ジクロロエタン　 （0.04)
1,1,1-トリクロロエタン （3)
1,1,2-トリクロロエタン （0.06)
1,1-ジクロロエチレン （0.2)
シス-1,2-ジクロロエチレン（0.4)
1,3-ジクロロプロペン　　 （0.02)
チウラム　　　 （0.06)
シマジン　 　　（0.03)
チオベンカルブ （0.2)
ベンゼン （0.1)
セレン （0.1)

H6.2

トリクロロエチレン（0.1)

H27.10

1,1-ジクロロエチレン（1)

ほう素　海域外へ排出　 　（10)
　　　　海域へ排出　 　 （230)
ふっ素　海域外へ排出　 　　（ 8)
　　　　海域へ排出　 　　 　 （15)
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物　　（100）

H13.7

H23.10

1,4-ジオキサン（0.5)

H24.5

p H 　海域外へ排出（5.8～8.6）
　海域へ排出 （5.0～9.0)　　

B O D 　　　　　　　（160（日間平均120））
C O D 　　　　　　　（160（日間平均120））
S S 　　　　　　　（200（日間平均150））
鉱物油　　　　　 （ 5)　
動植物油　　　　 （ 30)
フェノール　　　 （ 5)
銅　　　　　　　 （ 3)
亜鉛　　　　　　 （ 5)
溶解性鉄　　　　 （ 10)
溶解性マンガン　 （ 10)
総クロム　　　　 （ 2)
ふっ素　　　　　 （ 15)
大腸菌群数　　 　　（日間平均3,000個/cm3)

注　括弧内の数値は基準値を示す（単位：mg/L)

S46.4

亜鉛（2）

ふっ素　削除（有害物質へ）

H13.7

窒素含有量　（120（日間平均60））
燐含有量　　（ 16（日間平均 8））

（湖沼）

S60.7

有

害

物

質

生

活

環

境

項

目

トリクロロエチレン 　 （0.3)
テトラクロロエチレン （0.1)

H1.10

H18.12

海域について適用

H5.10

備考　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンはS59.8から、
　　　四塩化炭素はH1.8から暫定指導指針値を適用


